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本
法
律
案
は
、
環
境
省
の
地
方
支
分
部
局
で
あ
る
地
方
環
境
事
務
所
に
つ
い
て
、
同
省
の
所
掌
事
務
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る

 

た
め
、
そ
の
名
称
を
地
方
環
境
局
に
改
め
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

一
、
環
境
省
の
地
方
支
分
部
局
で
あ
る
地
方
環
境
事
務
所
の
名
称
を
「
地
方
環
境
局
」
に
改
め
る
。 

二
、
地
方
環
境
局
の
内
部
組
織
を
、
現
行
の
環
境
省
令
か
ら
、
政
令
で
定
め
る
も
の
に
変
更
す
る
。

 

三
、
こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


